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ポポポーーーララランンンドドド政政政治治治・・・経経経済済済・・・社社社会会会情情情勢勢勢   
（（（２２２０００１１１２２２年年年７７７月月月５５５日日日～～～１１１１１１日日日）））   

平成 24 年（2012 年）7 月 13 日 
 

H E A D L I N E S 

政治 

ポーランド・サッカー協会（PZPN）会長職に現会長及び現事務局長が立候補 

家庭菜園制度に関する憲法裁判所の判決 

シコルスキ外相がハンガリーを訪問 

日ポーランド次官級協議 

シリア・フレンズ・グループ会合 

クロアチア・サミットの開催 

アフガニスタンに関する東京会合 

民主主義共同体運営理事会 

シェモニャク国防相がカザフスタンを訪問 

コジェイ国家安全保障局長官がリトアニアを訪問 

チュニジア憲法制定議会代表団がポーランドを訪問 

経済 

欧州委員会，ポーランド政府に債務残高に関する算出方法の変更を要求 

国有企業の民営化動向 

５つの資源・エネルギー関連公社がシェール･ガス開発での協力に合意 

政府が独自のシェール･ガス掘削技術の開発を推進 

６月の景況感が悪化 

炭化水素資源の採掘及び課税に関する法律案の見通し 

ポーランド国家原子力エネルギー庁（ＰＡＡ）とフランス原子力安全機関（ＡＳＮ）との協力 

タウロン社とＫＧＨＭ社の合弁によるガス火力発電所建設の動向 

家電市場が２０１２年に４％の成長見通し 

財務相，ユーロ圏銀行監督に関する提案を支持 

ドミニク政府代表，「ポーランドはユーロ導入を決定している」 

雇用削減傾向が継続 

貯蓄は緩やかに増加 

ＰＧＥ原子力エネルギー社の新社長にグラド前国有財産相を指名 

債務残高に関する更なる計算方法 

農業省が今年の穀物収穫量の見込みを発表 

社会 
ワルシャワ空港の６月の利用者数が過去最高を記録 

大使館からのお知らせ 
ポズナン領事出張サービスについて 

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）による邦人職員の募集について 

ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）について                                                          

東日本大震災義捐金受付について 

文化行事・大使館関連行事 

在ポーランド日本国大使館 

ul.Szwolezerow 8， 00-464 Warszawa  Tel:+48 22 696 5000 

http://www.pl.emb-japan.go.jp/index_j.htm 

【お
願
い
】３
か
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以
上
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さ
れ
る
場
合
，
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留
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規
模
な
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政    治 

内    政 
 

ポーランド・サッカー協会（PZPN）会長職に現会長及

び現事務局長が立候補【５日】 

５日，次期ＰＺＰＮ会長職にラト現ＰＺＰＮ会長とクレ

ンチナ現ＰＺＰＮ事務局長が立候補。同会長選挙は１

０月２６日に行われる。 

 

家庭菜園制度に関する憲法裁判所の判決【１１日】 

１１日，家庭菜園者協会に独占的な地位を認め，

地方税を免除する家庭菜園法は憲法違反との判決

を憲法裁判所が下し，１８か月以内に現状を改善す

る法律の改正を要求。 ポーランドには，約４百万人

の家庭菜園保有者，３９万６千か所の家庭菜園があ

り，家庭菜園の総面積は４，３４３万ヘクタールに及

ぶ。 

 

外    交 
 

シコルスキ外相がハンガリーを訪問【５日】 

ポーランドの１日からのヴィシェグラード・グループ

（Ｖ４；ポーランド，チェコ，スロバキア，ハンガリー）議

長国就任に関連し，シコルスキ外相が５日にハンガ

リーを訪問。マルトニ外相と会談し，ＥＵ情勢，Ｖ４協

力等について協議した。 

 

日ポーランド次官級協議【６日】 

６日，東京において，ポミャノフスキ外務次官と別

所外務審議官との間で両国次官級会談が開催さ

れ，日本の対ポーランド投資等二国間関係や，東方

パートナーシップ，Ｖ４と日本との協力等多国間に関

する問題などについても協議。 

 

シリア・フレンズ・グループ会合【６日】 

６日，パリにおいて，シリア・フレンズ・グループ会

合が開催され，ポーランドからシコルスキ外相が出

席。同外相は，シリアに対する制裁への支持を表

明。 

 

クロアチア・サミットの開催【６日】 

６日，クロアチアのドブロブニクにおいて，クロアチ

ア・サミット（注：２００６年から毎年，中欧諸国首脳が

ドブロブニクにおいてその時々の重要問題について

議論する場）が開催され，トゥスク首相が出席。本年

は，社会的・政治的変化へのドライビング・フォースと

してのＥＵの展望，紛争後の社会における国家建

設，南地中海における機構構築について議論。 

 

アフガニスタンに関する東京会合【８日】 

８日，東京において，アフガニスタンの持続可能な

発展に関する閣僚級会合が開催され，同会合に出

席したポミャノフスキ外務次官は，ポーランドはアフ

ガニスタンからの撤収後も，アフガニスタンの国家建

設プロセスに引き続き参画していくことを強調。 

 

民主主義共同体運営理事会【９日】 

９日，ウランバートルにおいて，民主主義共同体

第４回運営理事会が開催され，ポーランドからポミャ

ノフスキ外務次官が出席，常設事務局活性化問題

等について協議。 

 

シェモニャク国防相がカザフスタンを訪問【１０～１１

日】 

シェモニャク国防相は，チェニュフ参謀総長，マイ

マンＰＡＩｉＩＺ会長らとともにカザフスタンを訪問。アディ

リベク・ジャクスィベコフ（Ａｄｉｌｂｅｋ Ｊａｋｓｙｂｅｋｏｖ）・カ

ザフスタン国防相と会談し，防衛協力及びアフガニス

タンからの軍装備輸送に関する政府間合意に署名。

これにより，今年初め以降カザフスタン政府により禁

止されていた，軍事物資を積んだ航空機の領空通

過が再開される。 

 

コジェイ国家安全保障局長官がリトアニアを訪問【１

１日】 

コジェイ国家安全保障局長官がリトアニアを訪問。

バルト領空警備派遣部隊を視察すると共にユクネビ

チエネ・リトアニア国防相と会談。安全保障政策は政

治問題から切り離されるべきとし，ポーランドがバル

ト領空警備部隊駐留基地をエストニアに移すよう要

請したとの噂を否定。 

 

チュニジア憲法制定議会代表団がポーランドを訪問

【１１日】 

１１日，チュニジア憲法制定議会代表団がポーラ

ンドを訪問，下院で開催された「民主化におけるポー

ランドの経験」と題するセミナーに出席。ポーランド側

より自由議会選挙の経験等が紹介された。 
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経    済 
  

欧州委員会，ポーランド政府に債務残高に関する算

出方法の変更を要求【５日】 

欧州委員会は，ポーランド政府に対し，債務残高

を算出する独自の算出方法を改め，ＥＵの算出方法

を適用することを求めた。ＥＵ当局関係者は，異なっ

た算出方法はポーランド財政の透明性を損ない，Ｅ

Ｕの基準に反すると説明している。これら２つの算出

方法は２００８年までほぼ同一の結果を導いていた

が，ポーランド政府が債務から道路建設のための貸

出を除外するようになってから両者の算出結果の違

いが顕在化し，その違いは拡大しつづけている。ＥＵ

の算出方法に基づけばポーランドの現在の債務残

高は対ＧＤＰ比で５６％超となるが，ポーランド独自

の算出方法で５３．５％である。財務省は，ＥＵの要

求にはなんら法的根拠がないとしており，引き続きＥ

Ｕ基準に基づく統計結果をＥＵ側に提供しつづけて

いれば，問題なく自らの算出方法を適用できることを

示唆している。 

 

国有企業の民営化動向【５日】 

２０１２年前半における国有企業の民営化による

財政収入は３８億ズロチとなった。ジェンニク・ガゼ

タ・プラヴナ紙の専門家は，年内に１００億ズロチの

財政収入を見込んでいる国有財産省の計画は達成

困難とみている。シティ銀行のエコノミストは，仮にこ

の計画が実現できなくとも，財政当局は本年後半に

発行する国債額を増加させるなどして対応できると

みている。これまでのところ，財務省は２０１２年に予

想されている歳入不足の８０％にあたる額の国債を

発行しており，国有企業を直ちに売却する圧力は軽

減されている。２０１２年後半に売却予定の国営企業

にはＰｏｌｓｋｉ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＮｉｅｒｕｃｈｏｍｏｓｃｉとＺＥ ＰＡ

Ｋも含まれている。なお，２０１２年に国営企業が国

庫に納める配当金は８１億ズロチに達することが見

込まれている。 

 

５つの資源・エネルギー関連公社がシェール･ガス開

発での協力に合意【５日】 

ＰＧＮｉＧ社（ガス公社），ＰＧＥ社，タウロン社，エネ

ア社（いずれも電力公社）及びＫＧＨＭ社（銅鉱山公

社）が，ＰＧＮｉＧ社がヴェジヘロヴォ（Ｗｅｊｃｈｅｒｏｗｏ）

に有する１６０ｋ㎡の権益における協力合意に署名し

た。ＰＧＮｉＧ社のピョートルフスカ－オリバＣＥＯは，

今回の協力合意により１７．２億ズロチの開発資金

が形成されると発言。同権益は，ＰＧＮｉＧ社が保有

する１５の権益の一つで，２０１６年にガスが採掘で

きることが見込まれている。２０１０年に探査が開始

され，大量のシェール･ガスの埋蔵が見込めることが

同社によって確認されている。 

 

政府が独自のシェール･ガス掘削技術の開発を推進

【５日】 

クドリツカ科学高等教育相は，ポーランド独自のシ

ェール･ガス掘削技術を開発する戦略的研究開発プ

ログラムを立ち上げること及び同プログラムに政府

系機関から５億ズロチ支出されることを発表。本プロ

グラムでは，研究機関と民間企業によってコンソーシ

アムが形成されることになっており，両者の協力促

進が期待されている（７月中に開始予定）。同コンソ

ーシアムには，ポーランド企業開発庁（ＰＡＲＰ）から

２．５億ズロチ，国立研究開発センター（ＮＣＢｉＲ）か

ら２．５億ズロチが支出される他，コンソーシアムに

参加する民間企業にも資金供出が期待されており，

総額１０億ズロチのプログラムとなる予定。 

 

６月の景況感が悪化【６日】 

グダンスク市場経済研究所（ＩＢｎＧＲ）によれば，

ポーランド事業家の６月の景況感は５月の５．６ポイ

ントから－２．７ポイントに落込んだ。今後３か月の期

待指数も５月の３．４ポイントから３．２ポイントに僅か

に悪化。また，ポーランド民間経営者連盟（レヴィア

タン）は，独自の経済指標が悪化し，今年前半の指

標は低い水準で落ち着いたとし，景気後退の到来が

近いと警告した。６月の経済指標は２ポイント減少し

３８ポイントで，２年前と同水準，半年の指標は３ポイ

ント減少，四半期の指標は４ポイント減少し，いずれ

もＧＤＰ成長率４％の予測に対応する５０ポイントの

水準を下回った。同連盟は，景気後退の主要因を公

共投資の減少とみている。 

 

炭化水素資源の採掘及び課税に関する法律案の見

通し【６日】 

政府が検討中の天然ガス等炭化水素資源の採掘

及び課税に関する法律案について，ジェンニク・ガゼ

タ・プラヴナ紙が入手したドラフトによれば，政府が，

炭化水素資源の開発に２つの方法で介入することが

検討されているとのことである。一つの選択肢は，権

益ごとに，政府と開発会社が，特別会社を設立する

もので，政府は同会社の４０％の持分を保有すると

いうものである。政府と開発会社の協力のあり方や，

どの組織が当該役割を担うのかは明らかになってい

ない。もう一つの選択肢は，政府の介入はないが，

開発会社が十分な割合の利益を国庫に直接納付す

ることである。 

 

ポーランド国家原子力エネルギー庁（ＰＡＡ）とフラン

ス原子力安全機関（ＡＳＮ）との協力【９日】 

ＰＡＡとＡＳＮが協力に関する合意文書に署名した。

両者間の協力は，とりわけ原子力発電所等原子力

関連施設への許認可に関する情報の交換である。 
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また，規制や手続き，原子炉の運転に関する経験，

使用済み核燃料や核廃棄物に関する情報交換も協

力内容に含まれる。ＡＳＮは，ＥＵ全体の４０％に相

当する５８か所の原子力発電所を監督している。ＰＡ

Ａは，米国，オーストリア，デンマーク及びノルウェー

の規制機関と同様の協力合意文書に署名している。 

 

タウロン社とＫＧＨＭ社の合弁によるガス火力発電

所建設の動向【９日】 

Ｐａｒｋｉｅｔ紙は，タウロン社（ポーランド第２位の電

力公社）とＫＧＨＭ社（ポーランドの大手銅鉱山公社）

の合弁事業により，ブラホブニャ（Ｂｌａｃｈｏｗｎｉａ）に

建設が予定されているガス・コンバインド･サイクル発

電所（ＣＣＧＴ）に関して，欧州委員会の許可が今月２

３日までに取得できるとの見通しを報じている。投資

コストは４０億ズロチに上る。当初２０１６年運転開始

予定であったが，欧州委員会の許可が遅れたことか

ら，運転開始時期も遅れる見通し。なお，専門家は，

天然ガス価格の高騰により同発電所の経済性はな

いと見ている。 

 

家電市場が２０１２年に４％の成長見通し【９日】 

市場調査会社のＰＭＲの発表によれば，ポーラン

ドの家庭用電化製品市場は，２０１２年全体で前年

比４％成長する見通しである。このうち，ＡＶ製品等

家庭用電子機器については８．８％の成長が見込ま

れている。２０１３年７月３１日までのアナログテレビ

からデジタルテレビへの切り替え，サッカー欧州選手

権やロンドン･オリンピックの開催，新技術の開発が

販売増に貢献している。 

 

財務相，ユーロ圏銀行監督に関する提案を支持【１

０日】 

１０日，ブリュッセルで，ロストフスキ財務相は，ポ

ーランドは欧州中央銀行（ＥＣＢ）が中核機能を果た

すユーロ圏の単一監督メカニズムの創設に賛成する

旨表明し，「我々は，各国の監督権能を欧州の監督

権能に徐々に移管していく計画を常に支持している。

組織面でも実務面でも単一の対外監督組織と共に

進めていく方がやりやすい」と述べた。ＥＵ財務相会

合終了後，オッリ・レーン経済通貨問題担当委員は，

欧州委は９月に，ＥＣＢが中核となる，ユーロ圏内銀

行に対する単一監督メカニズムに関する法案を提出

すると発表している。 

 

ドミニク政府代表，「ポーランドはユーロ導入を決定

している」【１０日】 

１０日，ヤチェク・ドミニク・ユーロ担当政府代表は，

ポーランド当局はユーロ圏参加を表明してはいるも

ののユーロ圏の安定が参加の条件であるとした。同

代表は，ポーランドのユーロ圏への統合に向けた戦 

 

略は４つの柱に基づいており，３つについてはポーラ

ンドが収斂基準に適合できるかであるが，新しい第４

の柱はユーロ圏の安定性に関するものであると述べ

た。安定性というのは制度レベルと財政市場におけ

る信頼回復の両面である。同政府代表は，「ユーロ

参加を決定していることは継続して準備を行ってい

ることからも明らかであるが，先行き不透明な状態で

ポーランドがユーロに加入する時期を議論するのは

意味がない」とも述べた。 

 

雇用削減傾向が継続【１０日】 

ポーランド中央統計局（ＧＵＳ）によれば，２０１２年

５月，９人以上の社員が在籍する企業で雇用されて

いる社員数は，前年同月比０．９％減の２４６万９千

人であった。この削減傾向は２５業種中１１業種でみ

られ，最も顕著なのは食品関連産業であり１万１千

人が解雇され，家具業界でも９千人が解雇された。

専門家は，今年のＧＤＰ成長率は２．９％を越えるこ

とはないと見ており，経済成長の鈍化による雇用削

減傾向は今後も継続すると見ている。今後は金融業

界や建設業界でも大幅な雇用削減が進み，年末ま

でには１万５千人の新たな解雇が発生し，失業率は

１３％に達すると見られている。 

 

貯蓄は緩やかに増加【１０日】 

ポーランド人の貯蓄総額は９，６００億ズロチで，

別途５億ズロチが銀行口座に預金されている。銀行

預金は，この先数年は年間５％増加し，２０１６年末

には６億１５０万ズロチに達すると見られている。個

人平均では１万２千ズロチ（２，８００ユーロ）で，これ

はチェコ人の半分でマレーシア人より若干少ない。ま

た，ポーランド人は手取給与の５．１％を貯蓄してい

るが，この割合はＥＵ平均より遥かに少ない。 

 

ＰＧＥ原子力エネルギー社の新社長にグラド前国有

財産相を指名【１０日】 

ＰＧＥ社（ポーランド最大の電力公社）は，原子力

発電所建設を担う子会社のＰＧＥ原子力エネルギー

社及び孫会社のＰＧＥ第一原子力エネルギー社の新

社長にアレクサンダー・グラド前国有財産相を指名し

たと発表。同氏は昨年の選挙にも当選し，国会議員

を務めていたが，６月下旬に辞任していた。 

 

債務残高に関する更なる計算方法【１０日】 

１０日，財務省は，債務残高に関する計算方法に

ついて関係法令の改正案を示した。現行法の下では，

債務残高は会計年度の最後の日の為替レートで計

算される。しかし，改正案では試算の結果として債務

残高が５０％や５５％を超える場合には年平均の為

替レートで計算し直すとしている。さらに，翌会計年

度の融資事業のために確保してある資金について 
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は，その分を債務残高から差し引くとしており，これ

らの手続きを行った上でもなお規定水準を超えた場

合にのみ緊縮措置が発動されることとなる。変更は

２０１３年から導入され，２０１２年が新たな計算方法

が適用されるのは最初の年となる。ただし，これらの

措置は債務残高が対ＧＤＰ比で６０％を超える場合

には適用されない。財務省は，今次改正案について，

会計年度末の為替レートの変動は対外的な要因に

左右されることが多く，ポーランド経済とはなんら関

係ないにも関わらず国内の財政政策に深刻な結果

を及ぼす可能性があるためと説明している。他方，

専門家は，こうした新たな計算方法はポーランドの

信用格付けを下げるとともに財政を更に複雑化する

ものであると指摘している。 

 

 

農業省が今年の穀物収穫量の見込みを発表【１１

日】 

１１日，農業省のブトラ次官は，今年の穀物収穫

量が２，５００万トンに達し，国内需要量を満たすに

は十分である旨述べた上で，昨年に比べると１００万

トンの減少になると付言した。また，農業食品経済研

究所は，２０１２－１３年の国内穀物需要量は２，６８

０万トンと，２０１１－１２年の２，７４０万トンから若干

の落ち込みをみせ，穀物備蓄量は２９０万トンになる

と予測している。ブトラ次官は，９月末時点の小麦価

格は１トン当たり９５０ズロチとなり，例年並みになる

だろうと述べている。また，専門家は，今年のリンゴ

の収穫量は２７５万トンで，昨年より１０％以上増加

すると予測。 

社    会 
 

ワルシャワ空港の６月の利用者数が過去最高を記

録【９日】 

ワルシャワ空港の６月の利用者数は前年同月比

１７．２％増の１００万７７人となった。これは，同空港

開港以来の最高記録である。これまでの最高記録

は２００８年６月の１００万１８人であった。同空港広

報官は，この利用客数増加は，国内線利用者数の

増加及びサッカー欧州選手権開催の影響であると

述べた。６月のワルシャワ空港では，前年同月比１４．

３％増の１４，５００回の離着陸が行われた。また，２

０１２年上半期の国内線利用者数は５６％増の８０万

人に達し，国際線は５．２％増の４００万人となった。 

 

大使館からのお知らせ 
 

ポズナン領事出張サービスについて 

 大使館は，９月８日（土）１０時から１３時までの間，Ｈｏｔｅｌ Ｍｅｒｃｕｒｅ Ｐｏｚｎａｎ（ul. Roosevelta 20 60-829 

Poznan）において，領事出張サービスを実施します。詳しくは，下記ＨＰをご覧下さい。 

http://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/j_20120628.html 

 

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）による邦人職員の募集について 

 ＦＡＯは，リクルート・ミッションを日本に派遣し，８月３日から１０日にかけて面接を行う予定。面接のために帰

国する必要はなく，スカイプなどを利用した面接も行うため日本にいない方も応募可能。ローマ時間７月１６日

中まで応募受付。詳しくは，下記ＨＰをご覧下さい。 

http//www.fao.or.jp/detail/article/887.html 

 

ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）について 

 当館ＨＰ上に，「ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）に関する情報を掲載いたし

ました。詳しくは下記ＨＰをご覧下さい。 

http://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/documents/haga_pamphlet.pdf 

 

東日本大震災義捐金受付について 

当館における東日本大震災義捐金受付は，平成２４年９月３０日（日）までに延長いたしました。詳しくは下記

ＨＰをご覧下さい。 

http://www.pl.emb-japan.go.jp/jishin/gienkin_j.htm 

 

文化行事・大使館関連行事 

 

〔予定〕アニマツリ２０１２ 【７月１３日（金）～７月１５日（日）】 

ワルシャワにて，日本文化愛好家協会主催による，「アニマツリ２０１２」イベントが開催されます。漫画・アニ 
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メに関する講演会，コスプレ，カラオケ，花火，浴衣の着付けのほか，日本文化及びポップカルチャーに関する

様々なイベントが予定されています。 

問合せ先：日本文化愛好家協会（ホームページ：http://www.animatsuri.pl/）  

開催場所：第２１高等学校（住所：ul. Grójecka 93， Warszawa， 電話番号：(022) 822-21-02，Ｅメール：

sekretariat@21lo.waw.pl，ホームページ：http://www.21lo.waw.pl/pl/liceum.html） 

 

〔予定〕風呂敷ワークショップ 【７月１８日（水）】 

在ポーランド日本国大使館広報文化センターにおいて，風呂敷ワークショップが開催されます。風呂敷の歴

史，使い方のほか，様々な結び方を紹介する予定です。説明はポーランド語で行われ，入場は無料です。座席

に限りがありますので，参加ご希望の方は，事前にご連絡ください。 

問合せ先・開催場所：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話： 22 584 73 00 ，E メール：

info-cul@emb-japan.pl，住所：Al. Ujazdowskie 51， Warszawa） 

 

〔予定〕映画「Japanese Culture and Lifestyle」上映 【７月２５日（水）】 

在ポーランド日本国大使館広報文化センターにおいて，日本の代表的な観光地や祭りなどを紹介するドキュ

メンタリー映画（英語）が上映されます。入場は無料です。座席に限りがありますので，参加ご希望の方は，事

前にご連絡ください。 

問合せ先・開催場所：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話： 22 584 73 00 ，E メール：

info-cul@emb-japan.pl，住所：Al. Ujazdowskie 51， Warszawa） 

 

 

 

 

 

 

 

 

この資料は，ポーランドの政治・社会情勢を中心に，各種報道をとりまとめたものです。 

報道をベースにしておりますので，記載事項の信頼性については責任を負いかねます。 

記載事項は在ポーランド日本国大使館の見解を示すものではなく， 特定の団体・個人の利益を代表するもので

はありません。 

 

皆様からの情報提供をお待ちしています 

大使館では，読者の皆様に幅広くポーランドの情報をお伝えするため，皆様からの情報をお待ちしています。社

会・生活情報やおすすめのイベント，困ったことなど，皆様に伝えたいと思われる情報があれば，下記のアドレスま

でご連絡ください。（営利目的など，内容によっては対応できかねる場合もありますのでご了承ください。） 

 

【お問い合わせ・配信登録】 

本資料は，ポーランドに関心のある方であれば誰でも受け取ることができます。 「新たに配信を受けたい」，「送

付先メールアドレスを変更したい」，「配信を停止したい」等の依頼につきましては，下記のアドレスまでご連絡くださ

い。                             

大使館ウェブサイト（http://www.pl.emb-japan.go.jp/index_j.htm）も併せて御覧ください。 

在ポーランド日本国大使館 newsmail@emb-japan.pl 

（ご連絡は電子メールでお願いします。） 


